柳井市英語活動・学習推進派遣業務　仕様書

　本仕様書は、柳井市（以下「委託者」という。）と派遣契約受託者（以下「受託者」という。）との間で締結する英語活動・学習推進派遣業務契約の内容等について定める。

１　目的
　　柳井市立小・中学校における外国語教育の充実と国際理解教育推進のため、外国語指導助手（以下ＡＬＴという。）を活用した外国語指導を行う（この業務における外国語とは英語とする。）。

２　派遣契約期間
　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間）

３　就業場所
　　柳井市立各小学校及び中学校（別紙１配置校一覧のとおり）

４　業務内容
　　業務内容は次のとおりとする。
　（１）中学校英語科における指導
　（２）担当教諭等との英会話の実演
　（３）小学校における外国語科及び外国語活動における指導
　（４）学習指導要領に基づく学習指導案、教材作成等に係る情報提供及び企画提案
　（５）異文化理解のためのレクチャー
　（６）学校行事やクラブ活動等における交流及び英語指導
　（７）英語スピーチコンテスト等における指導、助言、判定
　（８）中学校英語科教諭及び小学校教諭に対する語学研修
　（９）委託者の依頼する研究会、研修会、会議会合への参加による助言
　（10）その他柳井市教育委員会又は学校が必要とする業務で合意できたもの

５　派遣人数
　　就業人数は４名とする（小学校２名、中学校２名）。

６　就業日時等
　（１）配置日は、原則として月曜日から金曜日まで（祝日は除く。）とし、学校の長期休業中は配置を要しないものとする。ただし、学校行事への参加、各種研修、振替授業等により、土日、祝日や長期休業中に、配置を要請することがある。
　（２）原則として１日８時３０分から１６時３０分までの間で６時間以内。ただし、勤務時間帯は、学校行事への参加や、教諭への研修のため変更される場合がある。
（３）配置日数は概ね１８５日である。
（４）ＡＬＴを配置する具体的日程は、委託者及び受託者との間で調整の上、学期ごとに指定し、追加、変更については、年間配置日数を超えない範囲で調整するものとする。
　（５）契約期間中に学校や学級数が変更される場合がある。学校数等の変更が生じた場合も、年間配置日数を超えない範囲で調整するものとする。

７　ＡＬＴの要件
　　ＡＬＴは次の要件を満たす者とする。
　（１）英語を母国語として使用する者
　（２）日本の学校においてＡＬＴとして就労できる査証を取得している者
　（３）大学卒業程度又はこれと同程度以上の能力をもつ者
　（４）日本の教育環境を十分に理解し、積極的に児童・生徒と交流し、熱意をもって指導にあたる意欲がある者
　（５）法令及び配置業務履行先の規則を遵守できる者
　（６）職務上知り得た情報及び秘密を他に漏らさない者
　（７）心身ともに健康で、職務に専念することができる者
　（８）学校現場や地域において積極的に日本人と意思疎通を図る意欲があり、また人間関係が良好に築ける者
　（９）教育者の資格を有する者、または指導経験のある者

８　受託者の責務
　　受託者は、派遣業務を円滑に進めるため、次の事項を遵守する。
　（１）市内の指定する学校へのＡＬＴを配置すること。
　（２）ＡＬＴとして必要な能力を身につける研修の実施をすること。
　（３）ＡＬＴの服務指導及び労務管理をすること。
　（４）受託者、学校及びＡＬＴとの連絡調整をすること。
　（５）担当ＡＬＴが休暇又は病気、けが等で業務が実施できない場合は、原則として代理ＡＬＴを配置すること。
　（６）担当ＡＬＴが英語指導助手として必要な適格性を欠くと認められる場合は、速やかに新たなＡＬＴを配置すること。
　（７）業務の実施上、受託者又はＡＬＴの責めに帰する理由により委託者、学校又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において賠償すること。

９　経費負担
　　次に掲げる経費は、受託者の負担とする。
　（１）ＡＬＴに係る経費（給与、諸手当、通勤手当、保険、税金、渡航費（採用に要する経費、ビザ等含む。）、赴任費、住宅費、研修に関する経費等）
　（２）市内移動交通費
　（３）消費税及び地方消費税
　　
１０　完了報告及び請求書の提出
（１）受託者は、各月の最終業務終了後、速やかに業務完了報告書を委託者へ提出する
こと。
（２）受託者は該当月分の請求書を翌月１０日までに委託者へ送付すること。なお、端
数が生じた場合は最終月に調整する。

１１　支払方法
（１）委託者は請求書を受け取った日から３０日以内に支払いとすること。
（２）税制の改正により消費税等の税率が変動した場合は、当該改正税法施行日以降における消費税相当額は変動後の税率に計算した額とする。
　　　
１２　その他留意事項
　（１）受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報、資料、秘密、個人情報等については、その機密を保持するものとし、第三者に漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。
　（２）本業務で作成された文書、資料等の著作権は受託者に帰属するが、本市内の小・中学校及び委託者が自由に使用することができるものとする。
　（３）受託者は、学校から個人情報又はそれに類するデータを持ち出さないこと。
（４）業務において個人情報を知り得た場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）により、適切な取扱いをすること。
　（５）受託者の瑕疵により、本市教育委員会に損害を与えた場合は、受託者がその修復の一切に係る経費を負担することとし、併せて、その損害で生じた第三者への損害賠償については、受託者がその責任を負うこととする。
　（６）受託者は、委託者の承認を得ずに業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ協議の上、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
　（７）本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者が双方協議の上、決定するものとする。

　　　




























（別紙1）

対象校一覧

	小学校（全１１校）
	中学校（全３校）

	日積小学校
	柳井市日積6951番地
	柳井中学校
	柳井市柳井4155番地

	柳井小学校
	柳井市柳井3680番地4
	柳井西中学校
	柳井市余田2111番地

	柳東小学校
	柳井市柳井964番地1
	大畠中学校
	柳井市神代4273番地

	柳北小学校
	柳井市柳井5025番地
	
	

	新庄小学校
	柳井市新庄2614番地
	
	

	余田小学校
	柳井市余田1419番地
	
	

	伊陸小学校
	柳井市伊陸5856番地1
	
	

	平郡東小学校
	柳井市平郡1834番地
	
	

	柳井南小学校
	柳井市伊保庄1429番地
	
	

	小田小学校
	柳井市伊保庄4583番地1
	
	

	大畠小学校
	柳井市大畠757番地2
	
	










